
JAの

年金に精通した社会保険労務士が、
お客様のご相談にきめ細やかにお答えします。

※悪天候等の都合により、日程または相談員に変更が生じる可能性があります。

新型コロナウイルス感染症防止対策としてマスク着用をお願い致します。尚ソーシャルディスタンスを考慮し実施いたします。

☆JAバンクはどなたでも
　ご利用いただけます。

★当日ご相談いただいた方には、粗品を進呈いたします。

無 料

次のものをご持参いただきますと、より具体的にお答えできます。
●年金請求書（新規の方）●年金証書（お持ちの方）●雇用保険被保険者証

●年金定期便
（緑色の封筒またはハガキ） ●認印　  ●年金手帳　  ●基礎年金番号通知書

午前10時 午後4時
会場：ＪＡ十勝清水町本所２階大会議室

2022

（個別相談制）

予約制の個別相談のため、事前にお時間をご予約ください。

年金は請求しないと受給できません。

このよ
うな疑問はありませんか？

60歳以降も勤める場合、
年金はもらえるの？

年金をもらうには
どのような手続き

を

すればいいの？

いつからどのくらい受け取れるの？有利なもらい方は？もらい忘れの
年金は無いかな？

支所：0156-63-2321本所： （金融直通）0156-62-2133

11 16 水

社会保険労務士 荒　 千鶴氏相談員


